
　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
二
〇
一
〇
年
人
口
セ

ン
サ
ス
結
果
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
掲
載

さ
れ
、
利
用
に
供
さ
れ
て
い
る
。
同
サ
イ

ト
の
ス
タ
ー
ト
ペ
ー
ジ
（http://sp2010.

bps.go.id

）
に
は
、
経
済
・
社
会
状
況
を

読
み
解
く
三
二
種
の
主
要
統
計
指
標
が
表

示
さ
れ
て
お
り
（
二
〇
一
三
年
五
月
一
七

日
最
終
ア
ク
セ
ス
）、
そ
の
な
か
に
都
市

化
の
状
況
を
示
す
指
標
が
あ
る
。
そ
れ
は

都
市
部
人
口
比
率
四
九
・
七
九
％
、
農
村

部
人
口
比
率
五
〇
・
二
一
％
と
い
う
ほ
ぼ

拮
抗
し
た
数
値
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
統
計
書
で
「
農
村
部
＝

rural

」
と
対
照
さ
せ
て
用
い
ら
れ
る
「
都

市
部
＝urban

」
の
定
義
と
そ
の
割
合
の

変
化
を
追
い
、
い
く
つ
か
の
統
計
数
値
を

使
っ
て
同
国
の
大
都
市
圏
の
紹
介
を
行
い

た
い
。

　

都
市
部
人
口
比
率
の
算
出
方
法
は
国
ご

と
に
異
な
り
、単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
。

以
下
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
事
例
を
み
て
い

く
こ
と
に
す
る
。

　

独
立
後
最
初
に
実
施
さ
れ
た
一
九
六
一

年
の
人
口
セ
ン
サ
ス
（
以
下
、
セ
ン
サ
ス

と
略
）
で
は
、最
小
行
政
単
位
で
あ
る
「
デ

サ
」
や
「
ク
ル
ラ
ハ
ン
」
な
ど
数
万
の
行

政
村
（
二
〇
一
二
年
六
月
末
日
時
点
で
は

七
九
〇
七
五
）
が
、
①
自
治
体
の
一
つ
で

あ
る
「
市
」
の
な
か
に
位
置
す
る
、
②
県

庁
所
在
地
に
位
置
す
る
、
③
非
農
業
従
事

者
が
全
体
の
八
〇
％
以
上
を
占
め
る
、
の

う
ち
一
つ
を
満
た
せ
ば
都
市
部
と
み
な
さ

れ
た
。
続
く
一
九
七
一
年
の
セ
ン
サ
ス
で

は
、
前
回
の
三
つ
の
基
準
に
④
全
体
の
半

分
以
上
が
非
農
業
従
事
者
で
あ
る
と
同
時

に
、
三
つ
の
都
市
的
施
設
（
病
院
・
診
療

所
、
学
校
、
電
気
）
を
持
つ
、
と
い
う
項

目
が
加
わ
り
、
そ
の
四
つ
の
基
準
の
う
ち

最
低
一
つ
を
満
た
す
こ
と
が
要
件
と
な
っ

た
。

　

一
九
八
〇
年
セ
ン
サ
ス
で
は
①
人
口
密

度
、
②
農
業
従
事
世
帯
の
割
合
③
都
市
的

施
設
数
を
一
〇
段
階
に
分
け
て
ポ
イ
ン
ト

化
し
、
二
一
ポ
イ
ン
ト
以
上
を
得
た
行
政

村
と
、
一
九
か
二
〇
ポ
イ
ン
ト
を
得
る
と

同
時
に
都
市
部
と
み
な
さ
れ
た
一
番
近
い

行
政
村
か
ら
五
キ
ロ
以
内
に
位
置
し
、
発

展
性
を
持
つ
と
評
価
さ
れ
た
行
政
村
が
都

市
部
と
み
な
さ
れ
た
。
こ
の
基
準
は
一
九

九
〇
年
セ
ン
サ
ス
で
も
適
用
さ
れ
た
。

　

続
く
二
〇
〇
〇
年
セ
ン
サ
ス
で
は
、
人

口
密
度
と
農
業
従
事
世
帯
に
関
し
て
そ
れ

ぞ
れ
階
層
区
分
値
を
変
更
し
た
八
分
法
が

採
用
さ
れ
た
。
同
時
に
、都
市
的
施
設（
幼

稚
園
、
中
学
校
、
高
校
、
市
場
、
商
店
街
、

映
画
館
、
病
院
）
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
便
利

さ
が
勘
案
さ
れ
、
行
政
村
自
体
に
施
設
が

な
く
と
も
、
各
施
設
へ
の
距
離
が
条
件
を

満
た
し
た
場
合
も
ポ
イ
ン
ト
を
得
る
こ
と

が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
を
合
計
し
た

ポ
イ
ン
ト
が
一
〇
以
上
で
あ
れ
ば
そ
の
行

政
村
は
都
市
部
と
定
め
ら
れ
た
。
二
〇
一

〇
年
セ
ン
サ
ス
で
も
、
そ
の
基
準
が
ほ
ぼ

そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
複
数
の
基
準
を
あ
て
は

め
て
算
出
さ
れ
た
都
市
部
人
口
の
パ
ー
セ

ン
ト
値
は
、
一
九
六
一
年
一
四
・
八
、
七

一
年
一
七
・
四
、
八
〇
年
二
二
・
四
、
九

〇
年
三
〇
・
九
、
二
〇
〇
〇
年
四
二
・
四
、

二
〇
一
〇
年
四
九
・
七
九
と
右
肩
上
が
り

で
上
昇
し
て
い
っ
た
。

　

さ
て
、
最
初
に
触
れ
た
二
〇
一
〇
年
セ

ン
サ
ス
結
果
に
は
、
州
ご
と
に
そ
の
領
域

に
位
置
す
る
県
・
市
の
都
市
部
人
口
の
割

合
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

に
は
そ
の
時
点
で
一
〇
〇
万
人
を
超
す
大

都
市
が
一
一
存
在
し
て
い
た
（
表
１
参

照
）。
五
〇
万
人
以
上
で
一
〇
〇
万
人
未

満
の
都
市
も
一
五
を
数
え
、
全
般
的
に
み

て
こ
れ
ら
の
大
都
市
に
隣
接
す
る
県
・
市

の
都
市
化
は
特
に
著
し
い
こ
と
が
統
計
数

値
か
ら
読
み
取
れ
る
。

　

自
治
体
と
し
て
の
市
の
領
域
を
超
え
た

大
都
市
圏
の
決
定
基
準
、
範
囲
、
名
称
は

様
々
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
よ
く
耳
に
す

る
四
つ
の
大
都
市
圏
に
お
け
る
二
〇
一
〇

年
時
点
の
人
口
数
を
セ
ン
サ
ス
結
果
か
ら

拾
っ
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
首
都
特
別
州
を
中

心
に
一
〇
市
・
四
県
か
ら
な
る
ジ
ャ
ボ
デ

タ
ベ
ッ
ク
（
首
都
大
都
市
圏
）
は
、
総
人

口
二
七
九
六
万
人
を
擁
す
る
。
続
く
グ
ル

バ
ン
ク
ル
ト
ス
シ
ラ
（
ス
ラ
バ
ヤ
大
都
市

圏
）
は
、
二
市
・
五
県
か
ら
な
り
、
九
一

二
万
人
の
人
口
を
抱
え
る
。
バ
ン
ド
ン
・

ラ
ヤ
（
バ
ン
ド
ン
大
都
市
圏
）
は
二
市
・

三
県
（
一
県
は
一
部
の
み
を
含
む
）
か
ら

な
り
、
人
口
は
七
八
九
万
人
を
数
え
る
。

ジ
ャ
ワ
島
外
に
も
い
く
つ
か
の
大
都
市
圏

が
存
在
す
る
が
、
メ
ダ
ン
市
を
中
心
と
す

る
メ
ビ
ダ
ン
（
メ
ダ
ン
大
都
市
圏
）
が
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
二
市
・
一
県
か
ら
な

り
、
人
口
は
四
一
三
万
人
で
あ
る
。

　

当
図
書
館
で
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
都

市
化
を
数
値
で
追
う
た
め
の
統
計
や
、
行

政
村
単
位
で
自
治
体
の
合
併
・
新
設
状
況

を
確
認
で
き
る
行
政
区
画
図
を
多
数
所
蔵

し
て
い
る
。
ご
利
用
を
お
待
ち
し
て
い
る

次
第
で
あ
る
。

（
た
か
は
し　

む
ね
お
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所　

図
書
館
）

数
字
で
読
む
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
都
市
化

高
橋
宗
生
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表 1　インドネシアの 100 万都市
順位 都市名 人口（万人）＊

1 ジャカルタ首都特別州＊＊ 961
2 スラバヤ市 277
3 バンドン市 239
4 ブカシ市 233
5 メダン市 210
6 タンゲラン市 180
7 デポック市 174
8 スマラン市 156
9 パレンバン市 146

10 マカッサル市 134
11 南タンゲラン市 129

（出所）筆者作成。
（注）＊　　1000 人以下は四捨五入。

　　  ＊＊　行政上は 5 市 1 県からなる。


